
【健康保険　被扶養者認定チャート】 　　※R3.6　改訂

◆注意事項

　　・本チャート表は、一般的な事例を基に作成したものであるため、申請時の目安としてご活用ください。
　　　（扶養事実の有無や生計の実態、社会通念上の妥当性等を総合的に勘案して内容を審査するため、状況によっては
　　　　認定できない場合があります）
　　　チャートに記載のない個別の事例等に関しましては、各社の社会保険担当または健康保険組合へご相談ください。

　　・75歳以上の方（および65歳以上で一定の障害があると認定された方）は、後期高齢者医療制度に適用となるため、
　　 被扶養者になることはできません。

　　・共働き夫婦の場合の子どもの認定にあたっては、原則として下記の判断となります。
　　　　　①年間収入の多いほうの被扶養者となる　
　　　　　②年間収入が同程度の場合は、主として生計維持する者の被扶養者となる

　　・自営業の収入は必要経費を除いた金額となりますが、下記項目は収入から差し引かれる経費とは認めておりません。

　　　　　「接待交際費」、「福利厚生費」、「消耗品費」、「雑費」、「青色申告特別控除」、「生命保険料」、「退職引当金」、
　　　　　「減価償却費」、「給料・賃金等の人件費」など。それ以外の経費は事業内容等により判断します。

対象者は、被保険者（あなた）の「直系尊属（父・母・（曾）祖父母）」、「配偶者（内縁

含む）」、「子」、「（曾）孫」、「兄・姉」、「弟・妹」のいずれかですか？
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対象者の収入（※）は、下記３つの要件をすべて満たしていますか？

①年収130万円未満 （60歳以上の方、障がい者の方は180万円未満）

②被保険者（あなた）の年収の2分の1未満

③雇用保険の失業給付、健康保険の出産手当金・傷病手当金を受給されている方は、受給日額が

3,611円以下（60歳以上の方、障がい者の方は4,999円以下）

※収入とは、勤労収入（パート・アルバイト含む）、各年金収入（障害年金、遺族年金等含む）、家賃収入、

自営業の収入など、名称を問わずすべての収入が対象になります。

対象者は、被保険者（あなた）の「三親等内の親族（次

ページの図を参照）」、「内縁関係の配偶者（配偶者死亡

後も含む）の父・母・子」、のいずれかですか？
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被扶養者になる可能性があります

対象者は、被保険者（あなた）と同居しています

か？（被保険者が単身赴任等の場合を除く）
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対象者は、被保険者（あなた）と同居していま

すか？（被保険者が単身赴任等の場合を除く）

対象者は、被保険者（あなた）から毎月、対象者の

収入以上の仕送り等の援助を受けていますか？
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　※扶養範囲（三親等以内）確認図

【提出書類について】

　　　 必ず必要な書類

　　　①健康保険被扶養者（異動）届　②現況書（※2枚１組）　③扶養申請に係わる申立書　④世帯全員の住民票（続柄表示あり）

　　　追加で必要な書類　　     ※下記該当するものはすべて提出必要

      ◆ 対象者に収入がある場合

□　パート・アルバイト等で就労されている
　⇒　　直近3ヵ月分の給与明細 ［コピー］　または　給与額が分かる雇用契約書 ［コピー］

□　年金（障害年金、遺族年金等も含む）収入がある
　⇒　　年金額が確認できる書類 ［コピー］　（直近の年金振込通知書、年金額改定通知書など）　×源泉徴収票は不可
　　　　　
□　自営業者
　⇒　　直近の確定申告書 [コピー］　と　青色申告決算書 ［コピー］ 全4㌻　または　収支内訳書 ［コピー］ 全2㌻

□　雇用保険を受給中
　⇒　　雇用保険受給資格者証 ［コピー］　※1～4面すべて

      ◆ 対象者に収入がない場合

□　前年の1月～現在まで収入がない
　⇒　　直近の非課税証明書 ［原本］

□　前年中に退職し、現在収入がない
　⇒　　退職時の源泉徴収票 ［コピー］　または　退職証明 ［コピー］　または　離職票１・２ ［コピー］

※退職後、雇用保険を受給される場合は雇用保険受給資格者証（写）も必要

      ◆ 「その他」

□　対象者が学生の場合　（高校生以上）
　⇒　　有効期限表示がある学生証 ［コピー］　または　在学証明書 ［コピー］

□　被保険者が世帯主でない場合　　　　　　　
　⇒　　対象者との関係がわかる戸籍謄本（抄本） ［原本］

※その他、各申請の状況や内容によって、追加で上記以外の書類が必要な場合があります。

【手続きについて】
家族を被扶養者に入れたい場合は、扶養に入れる事由が発生（例：本人の入社、結婚、子の出生　など）
してから原則5日以内に、上記に該当する必要書類を会社（社会保険担当）へ提出してください。
　※任意継続でご加入中の場合は、健康保険組合へ提出してください。
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